
 

来年度の事業内容（案）について 
１ 会議等開催 
（１）茨城県後発医薬品の使用促進検討会議 
（２）茨城県後発医薬品使用促進にかかるワーキンググループ 
（３）後発医薬品使用促進地域協議会 

水戸・土浦保健所以外の県内３保健所で開催    ・後発医薬品使用促進講演会等開催（医療関係者向け） 
・後発医薬品使用促進シンポジウム開催（一般向け，市町村担当者向け） 
・後発医薬品製造所見学会  など   

２ 啓発・情報提供 
（１）新聞広告（新規） 
（２）電車・バスにおける広告（新規） 
（３）ホームページによる情報提供 
（４）ラジオＣＭ 
（５）リーフレット，ポスター，小冊子，啓発用ティッシュ等の作成及び配布 
（６）薬と健康の週間等，イベントでの啓発 
（７）出前講座（薬剤師派遣事業）を活用した啓発 
（８）市町村への協力依頼（会議等での説明，冊子への記事投稿等）   

３ その他 
（１）生活保護受給者への対応（県福祉指導課） 
（２）差額通知事業の推進（県厚生総務課国民健康保険室）    


